


～～契契契約約のの継継続続時時にはは補補償償内内容容をををししっかかりり確確認しよう！～～契約の継続時には補償内容をしっかり確認しよう！～
損害保険契約に関する注意点シリーズ

「免責」とは？　損害が発生しても保険会社が保険金支払責任を負わない場合をいいます。
これに対し、損害が発生した場合に被保険者等が自己負担する額を免責金額といいます。

■満期日までに余裕をもって

　継続の手続きを！

　損害保険の契約期間は、多くの

場合１年間です。つまり１年に１

度、契約の継続手続きをすること

になります。

　補償は、契約期間が切れるとな

くなってしまいます。手続きは原

則として、契約者の責任で行うこ

とになります。満期日近くになっ

て慌てることのないよう、余裕を

もって手続きを済ませましょう。

■損害保険会社からの

　満期通知を確認しよう！

　損害保険会社では、契約の継続

手続き忘れを防ぐために、通常、

満期以前にハガキなどで契約者の

みなさんへ満期の通知を行ってい

ます。通知

が届いたら

放っておか

ず、すぐに

満期日と契

約の内容を

確認してお

くことが大

切です。

る補償はどのようなものな

のか、継続の機会に改めて

考えてみましょう。

　その第一歩は、どのよう

なことに不安を感じている

のか、どのような補償を必

要としているのかをしっか

りと、保険会社または代理

店に伝えることです。右表

のようなチェックポイント

について聞いてみましょ

う。その結果、いまの補償

内容が合っていない、補償

が不十分である、他に入っ

ている保険と補償内容が重

複しているなどの場合に

は、見直しが必要となって

きます。

　保険契約では、自分にとって適

切な保険、かつ十分な補償内容で

あるかなどをしっかりと確認して

おくことが重要です。保険の内容

についてわからないことがあれば

理解、納得できるまで保険会社や

代理店に説明を求めましょう。

　また、一人で説明を受けるのが

不安であれば、親族に同席しても

らうこともできます。親族に継続

した契約内容の確認と契約の存在

を伝えておくことでさらに安心度

が高まります。

■既契約の補償内容でいいかを

　チェックし、必要ならば見直しを！

■理解、納得いくまで相談しよう！

　「保険はよくわからないから…」

「難しいから…」「これまで何事

もなく来たから…」⇒『同じ内容

の継続でいいだろう』―そんな感

じで契約を継続されていません

か？

　みなさんにとってのリスクは、

時間が経ち、生活が変われば、変

化します。リスクが変化している

のにこれまでと同じ補償内容のま

までは、将来保険事故が発生した

時に十分な補償が得られなくなる

ことも考えられます。もしもの時

に保険金が出なかったといったこ

とがないよう、いま必要としてい

　損害保険の契約は満期が来ると通常、
継続手続きにより補償を継続します。
リスクは時間や環境の変化とともに変
わります。継続の際は、契約内容をし
っかり確認しましょう。場合によって
は補償の見直しが必要です。 ※多くの契約は、１年に１度の契約の継続手続きが必要です。

多くの場合
１年契約

１年未満の契約 １年超の契約

○保険金が支払われる場合
○受け取れる保険金の額
○補償が受けられる期間
○保険金が支払われない場合
○免責金額（自己負担額）

チェックポイント

納得いくまで相談しよう！



　他人が発した失火で自分の財産に損害を受けた場合、損害賠償をしてもらえばいいと考えていません
か？　わが国では、通常、火元は損害賠償責任を負わないことになっており、被害を受けた側が自ら再
建しなければなりません。自分の財産は自分で守る！　この対策を怠ってはいけません。

～類焼損害に対する備えは大丈夫ですか？（失火による賠償責任）～

「失火責任法」とは？　「失火の責任に関する法律」のことで、火元になって隣家に類焼させた
とき、重大な過失があるほかは、不法行為責任（損害賠償責任）を負わないことを定めています。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座 企業の損害賠償責任対策シリーズ

（注）平成28年中の総出火件数は3万6,831件。

表２．失火責任法上で重過失とされた判例

●火元に損害賠償責任はない?!
　通常、過失によって他人に損害を与えた場合、その者
は損害賠償責任を負うことになります（民法709条の不
法行為責任）。しかし、火災はこれとは異なり、火元は、
他人の建物等の資産を類焼させてしまった場合でも、重
大な過失（以下「重過失」）や故意がない限り、賠償責
任を負うことはありません。
　これは、「失火責任法」に基づくもので、日本では木
造を使用している建物等が多いため類焼しやすく、また
被害が広範囲にわたるために、火災を発生させた者にそ
の損害賠償責任を負わせるには経済的に無理があるとい
う考えからです。

●自分の財産は自分で守るしかない！
　火元が損害賠償責任を問われないということは、裏を
返せば、類焼により自分の建物等が損害を受けても、火
元に重過失・故意がない限りは損害賠償請求できないこ
とになります。つまり、他人が起こした火災による類焼
から自分の財産を守るためには、自分で対策を立ててそ
れを実行するしかないのです。

類焼により被害を受けた側が火元に損害賠償できるの
は、こうしたケースに限られるのです。

●平成28年中の火災の原因第１位は「放火」

●重過失、故意があれば損害賠償責任を負わされる！
　ところで、火元は損害賠償責任を負わないと前述しま
したが、いかなる場合でも責任を負わないわけではあり
ません。失火責任法では、失火が重過失によるものであ
るときは損害賠償責任があるとしています。失火責任で
争われた判例によると、重過失とは「わずかな注意を払
っていれば予見、防止できるのに、漫然と見過ごした」
ことを言います。具体的には、表２のようなものです。

●自らは重過失とならないよう注意！
　重過失の裁判上の概念は年々厳しくなっていると言わ
れています。放火のケースで建物の管理者に重過失あり
とした裁判例もあります。自らの重過失により火災が発
生した場合、損害賠償責任を負うことになります。日ご
ろの火の管理体制、建物の管理体制を整え、十分注意し
ておくことが大切です。

　自分の財産は自分で守らなければならない理由はそれ
だけではありません。平成28年中に起きた火災の原因
の第１位は、責任の拠りどころのない、「放火」です。
「放火の疑い」を合わせると全体の15.8％を占めてい
ます（表１）。最近社会問題となっている空家の増加は
気になるところです。

状　　況判決年月日

東京地裁
平成2年10月29日判決

寝たばこの火災の危険性を十分認識しな
がらほとんど頓着しないで、何ら対応策
を講じないまま漫然と喫煙を続けた結果、
火災が発生。

東京地裁
平成4年2月17日判決

点火中の石油ストーブから75cm離れた
場所に蓋をしていないガソリンが入った
ビンを置き、ビンが倒れて火災が発生。

宇都宮地裁
平成5年7月30日判決

マンション解体工事において、アセチレ
ンガス切断機で鉄骨を切断中、飛散した
溶融塊により火災が発生。

東京高裁
平成15年8月27日判決

石油ストーブに給油の際、石油ストーブ
の火を消さずに給油していたところ、ス
トーブの火がこぼれて石油に着火し火災
が発生。

東京地裁
平成19年9月14日判決

クリーニング店舗内の作業所の床面・配
線等に問題があったにもかかわらず、そ
の修理とドライ液の漏出の改修を怠った
ことから火災が発生。

表１．平成28年中に起きた主な原因別出火件数

原　　因

放火と放火の疑いの合計

出火件数

5,814件

割　合

15.8％

（うち放火） （3,586件） 9.7％

（うち放火の疑い） （2,228件） 6.0％

タバコ 3,483件 9.5％

コンロ 3,136件 8.5％

焚き火 2,124件 5.8％
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E-mail info@okayama1.co.jp

＜損害保険＞
損保ジャパン日本興亜・三井住友海上
あいおいニッセイ同和損保・セコム損保・ニューインディア
＜生命保険＞
メットライフ生命・ソニー生命・エヌエヌ生命
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
三井住友海上あいおい生命・ジブラルタ生命

取扱保険会社

損害保険・生命保険はもちろん、総合金融サービスを中心に、
あらゆる角度から「安心」をサポート。

事故相談・法律相談・税務相談・不動産相談など

何か困った時に思い出していただける代理店を目指します。


